
 

小浜市個人情報保護条例 第６章 罰則 解釈運用基準 

 

第６１条関係 

第６１条 実施機関の職員もしくは実施機関の職員であった者または第１２条第２項の受託

事務等に従事している者もしくは従事していた者が、正当な理由がないのに、保有個人情

報（個人の秘密に属する事項を含むものに限る。）を含む情報の集合物あって、一定の事務

の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系

的に構成されたもの（その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。）を提供

したときは、２年以下の懲役または１００万円以下の罰金に処する。 

【趣旨】 

  本条は、実施機関の職員等が、正当な理由がないのに、公文書に記録された個人の秘密に属する 

事項の集合物で、電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成されたものを提供した場合の 

罰則を定めたものです。 

【解釈】 

１ 「実施機関の職員」とは、条例第２条第２号に規定する実施機関（市長、議会、教育委員会、選 

挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会）の職員と同様 

です。また、「実施機関の職員であった者」とは、過去に職員であった者が、退職、辞任、免職 

等により実施機関の職員でなくなった者をいいます。 

２ 「受託事務等に従事している者もしくは従事していた者」とは、実施機関から委託を受けた事務 

または指定管理者が行うこととされた事務に従事している者もしくは過去に従事していた者をいい 

ます。 

３ 「正当な理由」とは、利用目的の達成に必要な範囲内で提供する場合、第８条第１項各号および 

第９条に該当する場合をいいます。 

４ 「個人の秘密に属する事項」とは、個人に関する一般に知られていない事実であって、他に知ら 

れないことについて相当の利益を有するものをいい、非公知性および秘匿の必要性を具備していな 

ければいけません。 

５ 「特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成されたもの」と 

は、氏名、生年月日、記号、整理番号等により特定の個人情報が検索できるように体系化され 

ていることをいいます。 

６ 「その全部または一部を複製し、または加工したもの」とは、職員等が勝手に複製または加 

 工したものが、必ずしも公文書に該当するとは限らないことから、これらについても正当な理 

由がないのに提供されたときは、本条の保護法益を害することとなるため、この旨を明記しまし 

た。 

 「複製」とは、データべースをダウンロードして自己所有の光ディスク等に複写することを意味し、 

「加工」とは、データべースの内容に変更を加え、データを並び変えたり、選択的に抽出することを 

 いいます。 

７ 「提供」とは、本条の個人情報を第三者が利用できる状態に置く行為をいいます。例えば、ネッ 

 トワ－クを通じた提供や光ディスク等の記録媒体の提供だけでなく、パスワード等を第三者に渡し 

て当該情報を管理するシステムを直接操作させることも含まれます。 

８ 本条が対象としているのは、電磁的記録であり、データべースから出力されたリスト等の提供は、 

 次条または地方公務員法第３４条の対象となります。 



 

第６２条関係 

第６２条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは 

 第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、１年以下の懲役また 

は５０万円以下の罰金に処する。 

【趣旨】 

  本条は、実施機関の職員等が、その業務に関して知り得た個人情報を自己もしくは第三者の不正 

 な利益を図る目的で提供し、または盗用した場合の罰則を定めたものです。 

【解釈】 

１ 「前条に規定する者」とは、第６１条の解釈を参照。 

２ 「その業務に関して知り得た保有個人情報」とは、過去に従事した業務か、現在従事して 

 いる業務か否かは問いません。また、個人の秘密に関わるか否か、電子計算機処理がなされて 

 いるか否か等、その内容・形態に関係なく知り得た個人情報をいいます。 

３ 「保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した 

 とき」とは、本条の対象が個人の秘密に限られず保有個人情報と広いことから、提供行為の 

 うち、自己または第三者の不正な利益を図る目的で行われるものに限定しています。「盗用」 

 とは、自己または第三者の利益のために不法に利用することをいいます。 

４ 本条の罪の対象となるには、不正な利益を図る等の意図が存在することが要件となってい 

ます。 

 このため、第１２条（※）に違反する行為であっても、本条が適用されない場合もあります。 

 

 

 

 

※ （職員等の義務） 

第１２条 実施機関の職員または職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだり 

に他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。 

   ２ 前条第２項に規定する場合において、受託事務等に従事している者または従事していた者は、 

当該受託事務等に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用 

してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６３条関係 

第６３条 第１１条第２項（※）に規定する受託事務等を行うものの代表者または代理人、

使用人その他の従業者が、当該受託事務等に関して、第６１条または前条の違反行為をし

たときは、行為者を罰するはか、当該受託事務等を行うものに対しても、各本条の罰金刑

を科する。 

【趣旨】 

  本条は、いわゆる両罰刑に関するもので、受託事務等に従事している者等が第６１条または第６ 

 ２条の罪を犯した場合には、当該行為者だけでなく受託事務等を行うものに対しても罰金刑を科す 

 ることを定めたものです。 

【解釈】 

１ 個人情報の保護の実効性をより担保するために、受託事務等に従事している者等に対する罰則だ 

 けでなく、当該受託事務等を行うものに対しても罰金刑を科しています。 

２ 当該受託事務等を行う者が負っている第１１条２項の義務違反に対する罰則です。 

 

 

※ （安全確保の措置） 

  第１１条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の保有個人情報の 

   適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

  ２ 前項の規定は、実施機関から個人情報を取り扱う事務の全部もしくは一部の委託を受けた者 

   または個人情報を取り扱う事務の全部もしくは一部を行うこととされた地方自治法（昭和２２ 

   年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。) 

   が、当該委託を受けた事務または指定管理者が行うこととされた事務（以下「受託事務等」と 

   いう。）を行う場合について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６４条関係 

第６４条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面または電磁的記録を収集したときは、

１年以下の懲役または５０万円以下の罰金に処する。 

【趣旨】 

  本条は、実施機関の職員が職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人 

 の秘密に属する事項が記録された文書等を収集することを処罰するものです。 

【解釈】 

１ 「実施機関の職員」は、条例第２条第２号に規定する実施機関の職員と同様です。 

２ 「職権」とは、実施機関の職員が有する職務権限をいいます。「職権を濫用して」とは、当 

 該職務権限を違法・不当に行使することをいいます。 

３ 「専らその職務の用以外の用に供する目的」とは、当該職員の職務の用以外の用に供する目 

 的をいいます。自己または第三者の不正な利益を図る目的であるかどうかは問わないので、単 

 に好奇心を満足させる目的の場合も含まれます。 

４ 「個人の秘密」は、第６１条と同様です。 

５ 「収集」とは、文書、図面または電磁的記録を集める意思をもって、進んで集め取る行為で、 

 文書等を自己の所持に移すことが必要です。単に閲覧することは含みませんが、文書をコピー 

 機で複写し写しを取ることや、電磁的記録を自己のＵＳＢメモリーに複写することは収集に当 

たります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６５条関係 

第６５条 第４５条第２項（※）の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役ま

たは５０万円以下の罰金に処する。 

【趣旨】 

  本条は、守秘義務規定に違反した審査会の委員に対する罰則を定めたものです。 

【解釈】 

  個人情報保護審査会の委員は、特別職の地方公務員であるため、地方公務員法の守秘義務規定 

 は適用されません。このため、第４５条第２項において委員の守秘義務を規定しており、当 

 該規定に違反した場合には罰則を科すことにより、守秘義務の遵守を担保するものです。 

 

  審査会には、開示および訂正の請求に対する決定について不服申立てがあった場合に、イ 

 ンカメラ審査を行う権限等があります。 

  また、是正の申出に対する措置についての意見聴取等があった場合にも、個人情報に触れ 

 る機会があります。 

このため、審査会の委員は、条例上守秘義務を負うとともに、この守秘義務を確実なものと 

するため、罰則を科すものです。 

 

 

 

※ （委員等） 

  第４５条 委員会の委員、会長および会議に関する事項は、次項に定めるもののほか、情 

   報公開条例で定める。 

２ 委員は、個人情報の保護に関して、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その 

 職を退いた後も、同様とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６６条関係 

第６６条 第６１条、第６２条、第６４条および前条の規定は、市の区域外においてこれら

の条の罪を犯した者にも適用する。 

【趣旨】 

  本条は、第６１条、第６２条、第６４条および第６５条の違反行為を行った場合には、市 

 の区域外であっても罰則を適用することを定めたものです。 

【解釈】 

１ 「市の区域外」とは、本市の区域以外をいい、国内・国外を問いません。 

２ 第６１条または第６２条は行為者を罰するものですが、第６３条は、当該行為者に対する責任 

監督を問うものであるため、本条から除かれています。しかし、市の区域外にある事業者等であ 

っても、従事している者等が違反行為をした場合には、第６３条の適用を受けるものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６７条関係 

第６７条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者

は、５万円以下の過料に処する。 

【趣旨】 

  本条は、開示請求権の適正な行使を担保するため、不正な手段により個人情報の開示を受けた 

 者に対し、過料を科すことを定めたものです。 

【解釈】 

１ 「偽りその他不正の手段」とは、個人情報の開示を受ける手段で真実ではないまたは不正なも 

のをいいます。例えば、他人の身分証明書等の使用により、他人になりすまして、他人の情報の開 

示を受ける場合や、代理人による開示請求のための「やむを得ない理由」が存在しないにもかかわ 

らず、診断書を偽造して開示を受ける場合等が考えられます。 

２ 本条の「過料」は、行政上の秩序違反行為に対する制裁としての秩序罰です。 

 保有個人情報の中には個人の秘密に該当しないものもあることから、刑罰でなく過料としたもので 

 す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


